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オリックス不動産投資法人 
 

規   約 
 

第１章  総  則 

 

 

第１条（商 号） 

この規約により設立される投資法人は、オリックス不動産投資法人（以下「本投資法人」と

いう。）と称し、英文ではORIX JREIT Inc.と表示する。 

 

第２条（目 的） 

本投資法人は、不動産及び不動産を信託する信託の受益権（不動産に付随する金銭と合わせ

て信託する包括信託（以下「包括信託」という。）を含む。）を主たる投資対象として、中長期

的な観点から、運用資産（第６条第３項に定義する。）の着実な成長と安定した収益の確保を

目的とする。 

 

第３条（本店所在地） 

本投資法人は、本店を東京都港区に置く。 

 

第４条（公告の方法） 

本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 

 

 

第２章  投 資 口 

 

 

第５条（投資主の請求による投資口の払戻しをしない旨） 

本投資法人は、投資主（証券保管振替制度による実質投資主（以下「実質投資主」という。）

を含む。以下同じ。）の請求による投資口の払戻しは行わないものとする。 

 

第６条（発行可能投資口総口数等） 

１ 本投資法人の発行可能投資口総口数は、２００万口とする。 

 

２ 本投資法人が発行する投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発

行価額の占める割合は、１００分の５０を超えるものとする。 

 

３ 第１項に定める発行可能投資口総口数の範囲内において、本投資法人の執行役員は、役員会

の承認を得て、本投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものと

する。募集投資口（当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当て

る投資口をいう。）１口と引換えに払い込む金銭の額は、本投資法人の保有する資産（以下「運

用資産」という。）の内容に照らし公正な金額として役員会の承認を受けた金額とする。 

 

４ 本投資法人が発行する投資口は、すべて議決権を有する無額面投資口とする。 

 

第７条（投資口の譲渡） 

１ 投資主は投資口を譲渡できるものとし、投資口の譲渡については、役員会の承認その他の制

限を設けることができないものとする。 

 

２ 投資口を譲渡するには、投資証券を交付しなければならない。 
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第８条（投資口取扱規則） 

本投資法人の投資証券の種類、投資主名簿（実質投資主名簿を含む。以下同じ。）への記載又

は記録、投資証券の再発行その他の投資口及び投資証券の取扱に関する手続並びにその手数料

については、法令又はこの規約のほか、役員会の定める投資口取扱規則による。 

 

第９条（投資口に係る権利の確定） 

１ 毎決算期間末日（以下「決算期」という。）における最終の投資主名簿に記載され、又は記録

されている投資主又は登録投資口質権者をもって、その決算期間に関する金銭の分配を受ける

権利を行使することができる者とする。 

 

２ 投資主総会の会日が決算期から起算して３箇月以内の場合には、当該投資主総会の開催日の

直前の決算期における最終の投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主又は登録投資口

質権者をもって、当該投資主総会において権利を行使することができる者とし、投資主総会の会

日が決算期から起算して３箇月を超える場合には、第１３条に基づき投資主総会の招集公告をす

る日における最終の投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を

もって、当該投資主総会において権利を行使することができる者とする。ただし、第１３条に基

づく招集公告において、一定の日における最終の投資主名簿に記載され、又は記録されている投

資主又は登録投資口質権者をもって当該投資主総会において権利を行使することができる者とす

る旨を併せて公告することにより、当該一定の日における最終の投資主名簿に記載され、又は記

録されている投資主又は登録投資口質権者をもって当該投資主総会において権利を行使すること

ができる者とすることができる。 

 

３ 前２項のほか、権利を行使することができる者を確定するために必要な場合には、役員会の

決議により一定の日を定め、当該一定の日の２週間前までに公告して、当該一定の日における

最終の投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主又は登録投資口質権者をもってその

権利を行使することができる者とすることができる。 

 

 

第３章  投 資 主 総 会 

 

 

第１０条（投資主総会） 

投資主総会は、法令及びこの規約に定める事項に限り、決議をすることができるものとする。 

 

第１１条（投資主総会の招集） 

本投資法人の投資主総会は、２年に１回以上開催する。 

 

第１２条（投資主総会の招集権者） 

法令に別段の定めのある場合を除き、投資主総会は、執行役員が招集する。 

 

第１３条（投資主総会の招集公告及び招集通知） 

１ 投資主総会を開催する場合には、会日から２箇月前までに会日を公告し、かつ第９条第２項

の規定に従い権利を行使することができる者として確定される者に対し会日の２週間前までに

投資主総会の招集通知を発送する。 

 

２ 投資主総会の招集通知には、投資主総会の日時及び場所、投資主総会の目的である事項その

他法令で定める事項を記載する。 
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第１４条（投資主総会の議長） 

投資主総会の議長は、役員会が予め定めた順序に従い、執行役員の１人がこれにあたる。た

だし、議長たる執行役員に事故がある場合には、役員会が予め定めた順序に従い、他の執行役

員又は監督役員の１人がこれに代わる。 

 

第１５条（投資主総会の決議要件等） 

１ 法令又はこの規約に別段の定めのある場合を除き、投資主総会の決議は、発行済投資口の過

半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって行う。 

 

２ 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める時までに

当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行う。 

 

３ 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入

する。 

 

第１６条（議決権の代理行使） 

１ 投資主は、代理人によってその議決権を行使することができる。ただし、代理人は本投資法

人の投資主でなければならないものとする。 

 

２ 前項本文の場合においては、当該投資主又は代理人は、投資主総会ごとに代理権を証明する

書面を本投資法人に提出しなければならない。 

 

第１７条（みなし賛成） 

１ 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投

資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する

趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。）について賛成するものとみなす。 

 

２ 前項の定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した

投資主の議決権の数に算入する。 

 

第１８条（投資主総会の議事録） 

１ 本投資法人の投資主総会の議事については、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法

令で定める事項を記載した議事録を作成する。 

 

２ 本投資法人は、投資主総会の日から１０年間、前項の議事録を本店に備え置く。 

 

 

第４章  役員及び役員会 

 

 

第１９条（執行役員の員数） 

本投資法人に１人以上の執行役員を置く。 

 

第２０条（執行役員の選任） 

 執行役員は、本投資法人の投資主総会の決議によって選任する。 
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第２１条（執行役員の任期） 

１ 執行役員の任期は、就任後２年間とする。 

 

２ 補欠として又は増員により就任した執行役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一

とする。 

 

第２２条（監督役員の員数） 

本投資法人に２人以上の監督役員（執行役員及び監督役員を総称して、以下「役員」という。）

を置く。ただし、監督役員の員数は、執行役員の員数に１を加えた数以上でなければならない

ものとする。 

 

第２３条（監督役員の選任） 

 監督役員は、本投資法人の投資主総会の決議によって選任する。 

 

第２４条（監督役員の任期） 

１ 監督役員の任期は、就任後２年間とする。 

 

２ 補欠として又は増員により就任した監督役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一

とする。 

 

第２５条（役員会及びその権限） 

１ 役員会は、すべての執行役員及び監督役員で構成する。役員会は、法令又はこの規約に定め

る権限を行うほか、執行役員の職務の執行を監督する。 

 

２ 役員会は、次に掲げる権限を有する。なお、この決議は第28条の規定にかかわらず、出席者

の過半数かつ監督役員の過半数の賛成により採択される。 

本投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う者（「投資信託及び投資法

人に関する法律」(以下「投信法」という。） で規定される投資信託委託業者（以下「資

産運用会社」という。）をいう。）が、資産運用会社の利害関係人等（投信法で規定され

る利害関係人等をいう。）及びそれと同視すべき者として役員会が予め内規で定めた者

との間で、本投資法人のために取引等（対象となる取引等（不動産及び実質的にこれと

同視すべき資産の取得及び譲渡を除く。）のうち、利益相反関係により本投資法人に損

害が生じるおそれが軽微であると類型的に判断される取引等として、予め役員会が内規

で定める取引等を除く。）を行う場合に、当該取引等の実施について事前の承認を付与

する権限 

 

第２６条（役員会の招集権者） 

１ 役員会は、執行役員が１人の場合は当該執行役員がこれを招集し、その議長となり、執行役

員が２人以上の場合は、役員会において予め定めた順序に従い執行役員の１人がこれを招集し、

その議長となる。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、役員会招集権を有しない執行役員及び監督役員は、投信法の規定

に従い、役員会招集権を有する執行役員に対し、役員会の目的である事項を示して、それぞれ

役員会の招集を請求することができる。 

 

第２７条（役員会の招集通知） 

１ 役員会の招集通知は、各役員に対し、口頭又は書面をもって、会日の３日前までに発する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、役員会は、役員の全員の同意があるときは、招集の手続を経るこ

となく開催することができる。 
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第２８条（役員会の決議要件） 

役員会の決議は、議決に加わることができる構成員の過半数が出席し、その過半数をもって

行う。 

 

第２９条（役員会の議事録） 

１ 役員会の議事については、議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を書面をもって

作成し、出席した役員がこれに署名し、又は記名押印する。 

 

２ 本投資法人は、役員会の日から１０年間、前項の議事録を本店に備え置く。 

 

第３０条（役員等の投資法人に対する責任） 

本投資法人は、投信法第１１５条の６第１項の役員及び会計監査人（役員及び会計監査人を

総称して、以下「役員等」という。）の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でか

つ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行

の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、投信法の規定により免除することが

できる額を限度として役員会の決議によって免除することができる。 

 

第３１条（役員の報酬の額又は報酬の支払に関する基準） 

役員の報酬は、役員の各々について決算期間ごとに１人当たり金４２０万円以内の金額にお

いて、当該職務と類似の職務を行う取締役、監査役等の一般的な報酬水準、一般物価動向、賃

金動向等に照らして合理的と判断される金額として上記の金額を超えない範囲で役員会で決定

される金額とし、各決算期間の分を関連する決算期の属する月の翌月の末日までに支払う。 

 

 

第５章  会計監査人 

 

 

第３２条（会計監査人の選任） 

会計監査人は、本投資法人の投資主総会の決議によって選任する。 

 

第３３条（会計監査人の任期） 

１ 会計監査人の任期は、就任後１年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主

総会の終結の時までとする。 

 

２ 前項の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、会計監査人は、当該投資主総

会において再任されたものとみなす。 

 

 

第６章  資産、資産運用、計算等 

 

 

第３４条（会計監査人の報酬の額又は報酬の支払に関する基準） 

会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期間ごとに金２，０００万円を超えない範囲で

役員会で決定される金額とし、当該決算期間の分を決算期が経過した後３箇月以内に支払う。 

 

第３５条（投資法人が常時保持する最低限度の純資産額） 

本投資法人の常時保持する最低限度の純資産額は、金５，０００万円とする。 

 

第３６条（資産運用の対象及び方針等） 

本投資法人は、この規約の一部を構成する別紙１「資産運用の対象及び方針等について」の

規定に従って、その資産運用を行うものとする。 
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第３７条（資産評価の方法、基準及び基準日） 

本投資法人は、この規約の一部を構成する別紙２「資産評価の方法、基準及び基準日につい

て」の規定に従って、その資産評価を行うものとする。 

 

第３８条（金銭の分配の方針） 

本投資法人は、原則として、この規約の一部を構成する別紙３「金銭の分配の方針について」

の規定に従って、金銭の分配を行うものとする。 

 

第３９条（決算期間） 

本投資法人の決算期間は、毎年３月１日から８月末日までと９月１日から翌年２月末日まで

の各６箇月間とする。 

 

第４０条（借入金及び投資法人債発行の限度額） 

１ 本投資法人は、運用資産の効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕

等又は分配金の支払若しくは債務の返済（敷金又は保証金その他これらに類する金銭（以下「敷

金等」という。）並びに借入金及び投資法人債（短期投資法人債を含む。以下同じ。）の債務の

返済を含む。）等の資金の手当てを目的として、資金を借入れ又は投資法人債を発行することが

できる。ただし、借入先については「証券取引法」に規定する適格機関投資家に限るものとす

る。 

 

２ 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ金１兆円とし、かつその合計額が金１兆円

を超えないものとする。 

 

第４１条（投資信託委託業者に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準） 

 本投資法人が資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は、次のとおりとする。 

 (a) 運用報酬 1 

直前の決算期における本投資法人の総資産額の 0.175％に相当する金額（１円未満は切り

捨てる。）を、当該直前の決算期の翌日から始まる決算期間における運用報酬 1とし、当該

直前の決算期の翌日から始まる決算期間に属する 5 月末日及び 8 月末日（当該直前の決算

期が 2 月末日の場合）、又は 11 月末日及び翌年 2 月末日（当該直前の決算期が 8 月末日の

場合）がそれぞれ経過するごとに遅滞なく、上記金額の 2 分の 1 ずつ（１円未満は切り捨

てる。）を支払うものとする。 
(b) 運用報酬 2 

直前の決算期における本投資法人の税引前当期利益に、当該直前の決算期における支払利

息等の金利費用に等しい額を加算し、当該直前の決算期における運用資産中の不動産等の

売却による損益を加算又は控除した額（以下「調整後当期利益」という。）の 3.0％に相当

する金額（１円未満は切り捨てる。）を、当該直前の決算期の翌日から始まる決算期間にお

ける運用報酬 2 とし、当該直前の決算期の翌日から始まる決算期間に属する 5 月末日及び

8 月末日（当該直前の決算期が 2 月末日の場合）、又は 11 月末日及び翌年 2 月末日（当該

直前の決算期が 8 月末日の場合）がそれぞれ経過するごとに遅滞なく、上記金額の 2 分の

1ずつ（１円未満は切り捨てる。）を支払うものとする。ただし、調整後当期利益がゼロ又

はそれ以下となる場合には、運用報酬 2 の計算においては調整後当期利益をゼロとみなし

て計算するものとし、すなわち、これに係る運用報酬 2 については無報酬となるものとす

る。 
(c) 運用報酬 3 

本投資法人が新たに不動産等を取得した場合、当該不動産等の取得価額（消費税及び地方

消費税並びに取得に伴う費用は除く。）の 0.5％以下に相当する金額（１円未満は切り捨て

る。）を、取得日（所有権移転等の権利移転の効果が発生した日をいう。）の属する月の末

日から 1箇月以内に支払うものとする。 

(d) 運用報酬 4 

運用資産中の不動産等の売却が実行された場合、当該不動産等の売却価額（消費税及び地
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方消費税は除く。）の 0.5％以下に相当する金額（１円未満は切り捨てる。）を、売却日（所

有権移転等の権利移転の効果が発生した日をいう。）の属する月の末日から 1箇月以内に支

払うものとする。 

(e)各運用報酬に係る消費税及び地方消費税は、本投資法人の負担とする。 

(f)各運用報酬の支払は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を資産運

用会社の指定する銀行口座へ振り込む方法（銀行手数料並びに当該振込手数料金額に係る

消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とする。）によるものとする。 

 

 

以 上 

 
 
 

附 則 
 
 この規約中、短期投資法人債に係る部分については、「証券取引法等の一部を改正する法律」（平

成１８年法律第６５号）第５条の施行日から効力を生じる。 
 本附則は、上記施行日の経過後これを削除する。 
 
 

制定：平成13年9月4日 

改定：平成13年12月17日 

改定：平成14年1月14日 

改定：平成14年4月15日 

改定：平成14年6月12日 

改定：平成15年5月27日 

改定：平成17年5月24日 

改定：平成18年11月29日 

東京都港区浜松町二丁目４番１号 

オリックス不動産投資法人 
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別紙1 
 

資産運用の対象及び方針等について 

 

本投資法人の資産運用の対象及び方針等については、以下のとおりとする。 

 

Ⅰ 資産運用の対象 

 

本投資法人が運用を行う資産の対象は、下記(1)から(3)までに掲げる特定資産（投信法に定める

特定資産をいう。）及び下記(4)に掲げる特定資産以外の資産とする。 

  

(1)不動産等（下記①から⑥までに掲げる資産をいう。） 

①不動産（本投資法人が第三者から直接不動産を取得した場合の不動産をいい、不動産

を信託財産とする信託の受益権を本投資法人が第三者から取得した後に、信託契約の

終了、解約等に伴い、信託財産としての不動産が受益者である本投資法人に交付され

た結果、不動産を取得することとなった場合の不動産を含む。以下同じ。） 

②不動産の賃借権 

③地上権 

④不動産、土地の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権（包括信託を含むが、投信

法において定義される有価証券（以下「有価証券」という。）に該当するものを除く。） 

⑤不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金

銭の信託の受益権（有価証券に該当するものを除く。） 

⑥当事者の一方が相手方の行う上記①から⑤までに掲げる資産の運用のために出資を

行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、

当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分（以下「不

動産に関する匿名組合出資持分」という。） 

⑦信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用する

ことを目的とする金銭の信託の受益権（有価証券に該当するものを除く。） 

 

(2)不動産対応証券（下記①から④までに掲げる資産をいう。以下同じ。） 

上記(1)に掲げる不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする次に掲げるもの 

①優先出資証券（「資産の流動化に関する法律」（以下「資産流動化法」という。）に定

めるものをいう。）  

②受益証券（投信法に定めるものをいう。） 

③投資証券（投信法に定めるものをいう。） 

④特定目的信託の受益証券（資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券（不動産等

として定義される上記(1)④、⑤又は⑦に掲げる資産に該当するものを除く。）をい

う。） 

 

(3)上記(1)及び(2)に掲げる以外の特定資産で、次に掲げるもの 

①有価証券（株券その他の有価証券については、実質的に不動産等若しくは不動産対応

証券に投資することを目的とするもの又は不動産等若しくは不動産対応証券への投

資に付随し若しくは関連して取得するものに限る。） 

②金銭債権（｢投資信託及び投資法人に関する法律施行令｣（以下「投信法施行令」とい

う。）に定めるものをいう。） 

③預金 

④コールローン 

⑤譲渡性預金 

⑥信託財産を主として上記①から⑤までに掲げる資産に対する投資として運用するこ

とを目的とする金銭の信託の受益権（有価証券に該当するものを除く。） 

⑦金融デリバティブ取引に係る権利（投信法施行令に定めるものをいう。） 

⑧金融先物取引に係る権利（投信法施行令に定めるものをいう。） 
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(4)特定資産以外の資産で、次に掲げるもの（不動産等又は不動産対応証券への投資に付随

したものに限る。ただし、下記⑥については、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出

資することにより設立され、その賃貸、運用又は管理を目的としたものに限るものとし、

下記⑧については、不動産等又は不動産対応証券の投資に係るリスクを軽減することを

目的としたものに限るものとする。） 

①「商標法」に基づく商標権等（商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいう。） 

②「著作権法」に基づく著作権等 

③温泉権等（「観光施設財団抵当法」で規定される温泉を利用する権利又は慣習法上の

権利として認められる温泉権若しくは温泉利用権をいう。） 

④動産等（「民法」で規定されるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不

動産に附加された物件等をいい、これらを賃借する場合を含む。） 

⑤資産流動化法において定める特定出資 

⑥民法上の組合の出資持分 

⑦信託財産として上記①から⑥までに掲げる資産を信託する信託の受益権 

⑧各種デリバティブ取引（上記(3)⑦又は⑧に該当するものを除く。）又は各種保険契約

に係る権利 

⑨不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して取得が必要となるその他の権利 

 

Ⅱ   資産運用の方針 

  

(1)本投資法人は、不動産及び不動産を信託する信託の受益権（包括信託を含む。）を主たる

投資対象として、中長期的な観点から、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目

指す。 

 

(2)本投資法人の投資する不動産及び信託財産である不動産は、その用途が賃貸事業の用に

供されるものを中心とし、投資対象地域は、首都圏のほか、主として全国の主要都市部と

する。 

 

(3)個々の不動産及び信託財産である不動産の選別にあたっては、当該不動産の予想収益、

立地エリアの将来性、建物規模、建築及び設備仕様、耐震性能、権利関係、入居テナント、

建物管理状況、環境、地質等を総合的に検討し、十分な調査を実施するものとする。  

 

(4)本投資法人が保有する不動産及び信託財産である不動産の地理的構成については、首都

圏及び全国の主要都市部の投資環境を総合的に検討した上で、運用資産全体における各地

域の構成割合を決定するものとする。 

 

(5)本投資法人の投資する不動産及び信託財産である不動産は、稼動中（賃貸が可能である

状態を含む。）の収益不動産であることを原則とし、未稼動の不動産への投資にあたって

は、運用資産全体における未稼動資産の割合が適切な範囲に収まるように配慮するものと

する。  

 

(6)有価証券及び金銭債権への投資にあたっては、不動産対応証券及び株券を除き、専ら安

全性と換金性の観点から運用を行うものとする。 

 

(7)金融デリバティブ取引に係る権利及び金融先物取引に係る権利への投資にあたっては、

本投資法人の負債から生じる金利変動リスクその他のリスクを回避し、又は低減すること

を目的とした運用に限るものとする。 

 

(8)その他 

①本投資法人は、資産の運用の方針として、特定不動産の価額の合計額の本投資法人の

有する特定資産の価額の合計額に占める割合を１００分の７５以上とする。 ここで
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特定不動産とは、本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地

上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。 

②本投資法人は、資産の総額に占める「租税特別措置法」第６７条の１５第９項に規定

する不動産等の価額の割合として財務省令で定める割合を１００分の７５以上とす

る。 

 

Ⅲ 組入資産の貸付けの目的及び範囲等 

 

(1)特定資産である不動産については、第三者との間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うこ

とを原則とし、特定資産である信託受益権に係る信託財産である不動産については、当該

信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ貸付けを行うことを原則とする。 

 

(2)前号の不動産の賃貸に際しては、敷金等を受け入れ又は差し入れることがあり、受け入

れた敷金等は、上記Ⅱに定める運用の方針に基づき運用する。 

 

(3)余資の効率的な運用を目的として、運用資産に属する不動産以外の資産の貸付けを行う

ことがある。 

 

(4)本投資法人は、資産運用の一環として、不動産を賃借した上で、当該不動産を転貸する

ことがある。 

 

以上 



 

- 11 - 

別紙 2 
 

資産評価の方法、基準及び基準日について 

 

 

Ⅰ   資産評価の方法及び基準について 

 

本投資法人の資産評価の方法及び基準は、「投資法人の計算に関する規則」、社団法人投資信託

協会制定の「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」、同協会が定めるその他の諸規

則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に拠る。 

 

１ 運用資産の種類ごとの評価の方法及び基準  

本投資法人の資産評価の方法及び基準は、原則として運用資産の種類ごとに次のとおりとする。 

 

(1)不動産等 

①不動産、不動産の賃借権及び地上権 

取得価額から減価償却累計額を控除した価額。 

なお、減価償却の算定方法は建物部分及び設備部分ともに、原則として定額法に

よるものとするが、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合

であり、かつ、投資家保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算

定方法により算定することができるものとする。 

②不動産又は土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権（包括信託を含み、

有価証券に該当するものを除く。） 

信託財産が上記①に掲げる資産の場合には、上記①に定める評価を行い、金融資

産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った

上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定

した価額。 

③不動産又は不動産の賃借権若しくは地上権に対する投資として運用することを目的

とする金銭の信託の受益権（有価証券に該当するものを除く。） 

信託財産の構成資産が上記①に掲げる資産の場合には、上記①に定める評価を行

い、金融資産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評

価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相

当額を算定した価額。 

④不動産に関する匿名組合出資持分 

匿名組合出資持分の構成資産が上記①から③までに掲げる資産の場合には、それ

ぞれに定める評価を行い、金融資産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当

該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額。 

⑤信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用する

ことを目的とする金銭の信託の受益権 

信託財産である匿名組合出資持分について上記④に従った評価を行い、金融資産

の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上

で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定

した価額。 

 

(2)有価証券（不動産対応証券を含む。） 

①証券取引所に上場されている有価証券 

証券取引所が開設する取引所有価証券市場又は外国有価証券市場における最終
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価格（原則として取引価格の終値とする。また、評価の基準日における終値が公表

されていない場合には、直近において公表された終値とする。）に基づき算出した

価額。 

 ②上記①に掲げる有価証券以外の有価証券 

当該有価証券の市場価格（証券会社等のブローカーにより提示される価格（気配

値を含む。）又は取引所有価証券市場における取引価格に準じ随時売買換金等を行

うことができる取引システムで成立する価格をいう。 以下同じ。）がある場合には

市場価格に基づく価額。また、市場価格がない場合にはこれに準ずるものとして合

理的な方法により算出された価額。ただし、優先出資証券、コマーシャル・ペーパ

ー、貸付信託の受益証券、外国貸付債権信託受益証券、外国法人が発行する譲渡性

預金証書及び貸付債権信託受益証券並びに外国法人に対する権利で貸付債権信託

受益証券の権利の性質を有するものについては、市場価格及び合理的な方法により

算出された価格がない場合には、取得価額にて評価することができるものとする。 

 

(3)金銭債権 

取得価額から貸倒引当金を控除した価額。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高

い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認識

されるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額。 

 

(4)金銭の信託の受益権 
信託財産の構成資産が上記(2)、(3)又は下記(6)である場合には、それぞれに定める方

法に従って評価し、それらの合計額をもって評価する。 
 

(5)デリバティブ取引（金融デリバティブ取引を含む。）に係る権利 

①取引所に上場しているデリバティブ取引又は金融先物取引により生じる債権及び債

務 

当該取引所の最終価格に基づき算出した価額。ただし、最終価格がない場合には、

最終の気配値（公表された最終の売り気配の最安値又は買い気配の最高値。それら

がともに公表されている場合には、それらの仲値）に基づき算出した価額。また、

評価の基準日における当該取引所の最終価格又は気配値が公表されていない場合

には、直近において公表された最終価格又は気配値に基づき算出した額とする。 

②取引所の相場がない非上場デリバティブ取引又は非上場金融先物取引により生じる

債権及び債務 

市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額。ただし、公正

な評価額を算定することが極めて困難な場合には、取得価額にて評価することがで

きるものとする。 

③一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められ、かつ、法

人税法の定めに基づく有効性判定においてヘッジが有効であると認められるものに

ついては、ヘッジ会計が適用できるものとする。 

 

(6)その他 

上記(1)から(5)までに定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に従って評価を行う。 

 

2  公正なる価額  

資産運用報告等に記載する目的で貸借対照表価額と異なる価額を記載する場合には、本別紙

2 のⅠの 1（1）①を「原則的に不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて算定した価額」と読み

替えて適用する。 
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3  算定方法の継続適用 

上記 1 及び 2 に定める評価方法については、継続性の原則に則り変更は行わない。ただし、

正当な事由により、採用した方法による評価が適当ではなくなった場合であり、かつ、投資者

保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の評価方法に変更することができるも

のとする。評価方法を変更した場合には、直後に投資者に交付する資産運用報告において、次

に掲げる事項を記載する。 

 

(1)当該評価方法の変更の事実及び変更日 

 

(2)変更前に採用していた評価方法と変更後の評価方法の具体的内容 

 

(3)期末における変更前に採用していた評価方法による評価額と変更後の評価方法による評

価額 

 

(4)具体的な変更理由 

 

(5)その他、投資者保護上必要な事項 

 

Ⅱ   資産評価の基準日について 

 

本投資法人の資産評価の基準日は、原則としてこの規約第９条第１項に定める決算期とするが、

有価証券（不動産対応証券を含む。）であって、市場価格に基づく価額で評価することができる

資産については、毎月末日とする。  

 

 

以上 
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別紙 3 

 

金銭の分配の方針について 

 

本投資法人は、原則として以下の方針に基づき金銭の分配を行うものとする。 

 

1  利益の分配 

 

(1)投資主に分配する金銭の総額のうち、利益（投信法に規定される、本投資法人の貸借対

照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して得た額をいう。以下同じ。）の金額 

は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って計算されるものとする。 

 

(2)利益の金額を限度として金銭の分配を行う場合には、原則として租税特別措置法第６７

条の１５及び同法施行令第３９条の３２の３に規定される本投資法人の配当可能所得の

金額の１００分の９０に相当する金額を超えてこれを行うものとする。 

 

(3)本投資法人の資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、

分配準備積立金及びこれらに類する積立金等を積み立てることができる。 

 

2  利益を超えた分配 

 

役員会において適切と判断した場合には、投信法の規定に従い、投資主に対し、投信法に

定めるところにより承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分

配をすることができる。ただし、この判断に際しては、その結果生じる法人税法等の租税債

務の有無、及びその租税債務の発生が当該分配に係る決算期間以降の決算期間に及ぼす租税

債務算定上の影響をも勘案してこれを行うものとする。 

 

3  分配金の分配方法 

 

分配金は金銭により分配するものとし、決算期現在の最終の投資主名簿に記載のある投資

主又は登録投資口質権者を対象に、原則として当該決算期から３箇月以内に投資口の所有口

数に応じて分配する。 

 

4  分配金の除斥期間 

 

上記 3に規定する分配金については、その支払開始の日から満３年を経過したときに、そ

の支払の義務を免れるものとする。 

なお、未払分配金には利息を付さないものとする。 

 

 

以上 

 


